
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

い
わ
き
明
後
援
会

荻
原
研
二

令
和
五
年
三
月
一
日

城
市
民
と
と
も
に
市
政
改
革
を
進
め
る
会

吉
村
優
子

令
和
五
年
三
月
十
三
日

木
治
正
人
後
援
会
「
愛
郷
会
」

木
治
正
人

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

さ
の
え
い
じ
後
援
会

佐
野
繁

令
和
五
年
三
月
十
五
日

曽
爾
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

芝
田
秀
数

令
和
五
年
三
月
八
日

髙
谷
俊
徳
後
援
会

吉
村
安
司

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

村
源
四
郎
後
援
会

村
源
四
郎

令
和
五
年
三
月
三
十
日

十
津
川
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

小
山
手
修
造

令
和
五
年
三
月
十
日

中
本
浩
三
後
援
会

南
谷
俊
廣

令
和
四
年
十
二
月
三
十
日

な
ら
維
新
の
会

川
田
裕

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日



奈
良
県
自
治
体
政
策
研
究
会

岩
城
明

令
和
五
年
三
月
一
日

西
浦
ま
さ
の
り
後
援
会

中
西
秀
義

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

へ
ぐ
り
正
啓
後
援
会

平
郡
正
啓

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

御
杖
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

伊
藤
収
宜

令
和
五
年
三
月
八
日

森
光
ゆ
う
す
け
後
援
会

中
岡
智
也

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

山
添
村
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

野
村
栄
作

令
和
五
年
三
月
九
日

大
和
高
田
市
あ
ら
い
正
吾
後
援
会

堀
内
大
造

令
和
五
年
三
月
十
六
日

中
隆
昭
後
援
会

小
椋
昇
一

令
和
五
年
三
月
十
日

吉
村
優
子
後
援
会

住
野
幸
男

令
和
五
年
三
月
十
三
日
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